
報告事項について

機構改革の検証結果について

　　６月３日の常任委員会でご指摘いただきました「平成17年度・18年度の局再編成を中心とする
　機構改革」を経た本市組織の現状について、その検証結果をご報告いたします。

　【検証方法について】

　　（１）平成19年度及び21年度に、再編実施局による自己検証及び行政運営調整局によるヒアリ
　　　　　ングを実施

　　（２）上記２回の自己検証及びヒアリングを踏まえ、以下の３つの視点から検証を実施

　　　《視点①》局再編成の理念に基づいた施策展開のために適切な組織体制となっているか
　　　《視点②》市民など対外的にわかりやすい組織体制となっているか（役割分担、名称など）
　　　《視点③》機能的で効率的な組織体制となっているか、外部環境の変化へ対応した組織体制
　　　　　　　　となっているか

　【平成17年度・18年度の局再編成について】

　　（１）趣旨
　　　　局再編成は、新しい行政運営の基本理念である「協働」「分権」「都市経営」を推進し、
　　　行政サービスに対する市民満足度の一層の向上を目指し、簡素で効率的・効果的な執行体制
　　　を確立することを主な目的として実施しました。
　
　　（２）該当局
　　　　平成17年度：環境創造局、資源循環局、まちづくり調整局、都市整備局、道路局、
　　　　　　　　　　病院経営局
　　　　平成18年度：都市経営局、行政運営調整局、市民活力推進局、こども青少年局、
　　　　　　　　　　健康福祉局、経済観光局、安全管理局

　【検証結果と今後の対応について】

　　■機構改革の効果　　　　　　　･････････（資料１）
　　■現状の課題及び今後の対応　　･････････（資料２）
　　■各局ごとの検証結果　　　　　･････････（資料３）

平 成 21 年 ９ 月 18 日
都市経営・行政運営調整委員会
配 付 資 料
行 政 運 営 調 整 局
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　　■機構改革の効果

　　　　平成17年度・18年度の局再編成については、概ね、再編成の理念に基づいた施策が展開さ
　　　れ、行政サービスの向上につながったと考えられます。また、再編成以降も必要に応じて各
　　　局内部において機構改革を実施するなど、随時課題への対応が進められているものと思われ
　　　ます。
　　　　主な効果は、以下の通りです。

● 本市独自の障害児施設利用者負担助成制度など、機動力を
持って障害児施策に対応することが可能となった【こども
青少年局】

まちづくり調整局に土地利用・規制行政の一元化が図ら
れ、再開発事業等の地域整備を推進する都市整備局との役
割分担が明確となった。これにより、事業を推進する側と
規制・誘導する側が分離できたことから、手続きの透明性
や公平性が確保できた【まちづくり調整局・都市整備局】

市政運営の基本となる中期計画の策定・推進に際し、政策
分野・運営分野の　区局窓口を共通化し、統一的な対応が
可能となった【都市経営局】

こども・青少年に関する所管を一元化したことで、次世代
育成支援やこども・青少年施策の一体的・総合的な事業展
開が可能な組織となった【こども青少年局】

福祉局と衛生局を統合することで、保健・福祉・医療のよ
り一体的な施策展開ができる体制となった【健康福祉局】

環境に関する幅広い業務を所管することで、職員間の情報
収集や業務連携がとりやすくなり、一貫した施策展開が可
能となった【環境創造局】

区局を支援・調整する部署間の連携が深まり、中期計画と
連動した予算・組織・職員定数編成等を行うことができる
ようになった【行政運営調整局】

局再編成後、さらに内部組織の見直しを実施した結果、役
割分担が明確化され、対外的にわかりやすい組織となった
【こども青少年局・健康福祉局・環境創造局】

本市の取組を体現する組織を新設することで、取組姿勢の
対外的なアピールにつながった【都市経営局・こども青少
年局】

具体的な事例

市民がより安全・安心に暮らせる街の実現に向け、様々な
危機に対する迅速かつ的確な事業展開が可能な組織となっ
た。また、消防部門と危機管理部門が一体となったこと
で、機動力を備えた危機管理体制が整った【安全管理局】

建築・宅地指導センターの設立により、開発許可と建築確
認手続きの窓口が統合され、市民や事業者の利便性が向上
した【まちづくり調整局】

●

●

●

●

●

●

●

新時代行政プラン、中期財政ビジョンを政策課に移管した
ことで、政策・財政・運営の各分野についての調整が政策
課内で完結することとなり、業務効率化につながっている
【都市経営局】

予算と執行体制を所管する部署が同じ局にあるため、円滑
な調整が可能となった【行政運営調整局】

みどりアップ推進部等の設置により、局内部のみどりアッ
プに関連する業務の一元化が図られ、効率的・効果的に重
点施策に取り組むことが可能となった【環境創造局】

●

●

●

河川水路業務を環境創造局から道路局へ移管し、河川・道
路が一体的に管理されたことで、水害の予防・保全機能が
強化されるとともに、発災時の指揮命令系統が一元化され
た【環境創造局・道路局】

効果の概要検証の視点

《視点①》

局再編成の理念に基
づいた施策展開のた
めに適切な組織体制
となっているか

理念に基づく統一
的な施策展開が可
能となった

《視点②》

市民など対外的にわ
かりやすい組織体制
となっているか（役
割分担、名称など）

《視点③》

機能的で効率的な組
織体制となっている
か、外部環境の変化
へ対応した組織体制
となっているか

業務効率が向上し
た

●

●

●

役割分担や名称が
わかりやすくな
り、取組姿勢の対
外的なアピールに
もつながった

組織の機能強化が
なされ、業務の質
が向上した

●

資料１
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　　■現状の課題

　　　　再編成実施当初、想定していなかった事項についての課題が発生してきていることに加え
　　　て、昨今の社会経済情勢等の急激な変化により、新たな課題も発生しています。
　　　　主な課題は以下の通りです。

　

　

　
　
　

《視点②》
市民など対外的にわ
かりやすい組織体制
となっているか（役
割分担、名称など）

●

●

●

●

局再編以降の大きな課題として、地球温暖化対策の推進、
人口減少・少子高齢社会への対応、公共施設の営繕の一元
化等を検討する必要がある【まちづくり調整局】

機能性や効率性、
その他の面で課題
がある

河川水路業務の道路局移管に伴い、現時点で大きな問題は
発生していないが、下水道部門（環境創造局）と河川部門
（道路局）の所管が分かれたため、局間の連携を強化して
いく必要がある【環境創造局・道路局】

● 適正処理部の規模が大きく、管理スパンの点で課題がある
【資源循環局】

● 新型インフルエンザのような健康危機発生時に機動的な対
応が出来るような体制を検討する必要がある【健康福祉
局】

開港150周年・創造都市事業本部については、開港150周年
記念事業の収束を踏まえた執行体制及びＡＰＥＣ開催準備
のための執行体制を検討する必要がある【都市経営局ほ
か】

●

●
管理スパンが拡大
した

組織名称がわかり
にくい

《視点①》

局再編成の理念に基
づいた施策展開のた
めに適切な組織体制
となっているか

《視点③》

機能的で効率的な組
織体制となっている
か、外部環境の変化
へ対応した組織体制
となっているか

外部環境の変化へ
の対応が必要と
なっている

●

課題の概要

●

検証の視点

●

具体的な事例

局・部・課間の役
割分担が不明確と
なった

都市経営局と行政運営調整局の役割分担がわかりにくい
【都市経営局・行政運営調整局】

総務局と財政局の統合により、局の所管業務が大幅に拡大
したため、意思決定にかかる時間が増加した【行政運営調
整局】

文化芸術部門の所管が開港150周年創造都市事業本部と文
化振興部に分かれているため、一体的な施策推進や創造都
市の全市的な展開が難しくなっている。【都市経営局・市
民活力推進局】

障害施策において、障害児施策を所管するこども青少年局
と障害者施策を所管する健康福祉局の役割分担が不明確な
部分がある【こども青少年局・健康福祉局】

局の名称について、対外的にわかりづらいとの意見がある
【行政運営調整局・安全管理局】

局が抱える情報量が非常に多く、情報伝達や意思決定に時
間を要してしまう【環境創造局】

課の名称が対外的にわかりづらいとの意見がある【まちづ
くり調整局】

●

資料２

　　■今後の対応

　　　　ＡＰＥＣ開催準備など平成22年度に向けて早急な対応が必要なものを除き、今回把握され
　　　た課題については、全市的な観点から十分議論した上で対応する必要があることから、今回
　　　の検証結果や市民・市会の意見等も踏まえながら、引き続き検討を進めてまいります。
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■各局ごとの検証結果

□都市経営局 ･･････ P.1

□行政運営調整局 ･･････ P.2

□市民活力推進局 ･･････ P.3

□こども青少年局 ･･････ P.4

□健康福祉局 ･･････ P.5

□環境創造局 ･･････ P.6

□資源循環局 ･･････ P.7

□経済観光局 ･･････ P.8

□まちづくり調整局 ･･････ P.9

□都市整備局 ･･････ P.10

□道路局 ･･････ P.11

□安全管理局 ･･････ P.12

□病院経営局 ･･････ P.13

資料３



■　都市経営局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●市政運営の基本となる中期計画の策
定・推進に際し、政策分野・運営分野
の区局窓口を共通化し、統一的な対応
が可能となった。
●新時代行政プラン、中期財政ビジョ
ンを政策課に移管したことで、政策・
財政・運営の各分野についての調整が
政策課内で完結することとなり、業務
効率化につながっている。

●中期計画策定に係る政策・財政・運
営の全体調整機能は政策課にあり一定
の成果がでているが、例年の予算編成
や執行体制づくり等は、行政運営調整
局にあり、政策・財政・運営の連動が
より一層必要である。

●政策的なアプローチと財政的、運営
的アプローチを一体的に行う必要があ
るが、都市経営局と行政運営調整局が
それぞれ対応していることが調整を難
しくしている。

市民の視点

●全市的な視点から、都市経営を推進
する部署として、本市の「都市経営」
についての取組姿勢を対外的にアピー
ルできている。

●行政運営調整局との役割分担が分か
りにくい。

●都市経営局及び行政運営調整局の両
者の役割分担が一部複雑になっている
（財政、行政改革）。

その他
組織運営
の視点

●国際政策や基地対策などの行政課題
への対応を、全市的な政策調整を担う
都市経営局で担当することにより、よ
り円滑な調整が可能になった。

●150周年・創造都市事業本部、共創
推進事業本部や一部に事業部門を所管
しており、局の役割が不明確になって
いる。

－

　政策、財政、運営の一層の連動のもとで全市的な都市経営に係る方針を策定し、リバイバルプランや改革を一層推進。

●行政運営調整局等と都市経営局の役
割分担、あり方について、改めて検討
する必要がある。

P.1



■　行政運営調整局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●局内においては、予算と執行体制を
所管する部署が同じ局にあるため、円
滑な調整が可能となった。

●各区局自律分権が推進されたこと
で、局際課題等への対応についての調
整、協調が十分になされていないた
め、全庁的な総合調整機能が発揮しづ
らくなっており、資源の最適配分を実
施することが困難となっている。

●区局の自律分権が積極的に推進され
た結果、区局間で調整が必要な課題に
ついて、調整役としての行政運営調整
局の機能が十分発揮される必要があ
る。

市民の視点

●法令順守に留まらず、社会情勢に
沿った市民目線での意識が醸成された
ことにより、各区局の実情にあった市
民サービスの提供が可能となった。

●局の名称からは所管業務の内容が分
かりにくい。

●名称が他都市と比較し、一般的でな
いため、対外的に分かりづらくなって
いる。

その他
組織運営
の視点

●区局を支援・調整する部署間の連携
が深まり、中期計画と連動した予算・
組織・職員定数編成等を行うことがで
きるようになった。

●政策と財政を所管する部署が都市経
営局と行政運営調整局に分かれている
ため、複雑な課題に対する迅速な対応
が困難な場合がある。
●局再編（総務局＋財政局）により、
局の所管業務が大幅に拡大したため、
意思決定にかかる時間が増大した。

●現下の厳しい経済状況においては、
迅速かつ効果的な施策が求められてお
り、政策的アプローチと財政的アプ
ローチを一体的に行う必要があるが、
都市経営局と行政運営調整局がそれぞ
れに対応していることが調整を難しく
している。

　局区の自律的な運営を進めるとともに、その事務事業を積極的に調整・支援

●全庁的な視点から市役所運営のリー
ダーシップ（調整力）を発揮するた
め、行政運営調整局の役割や位置づけ
を明確にするとともに、仕組みとして
確立する必要がある。
●都市経営局と行政運営調整局の位置
付けや役割分担を含めて、検討する必
要がある。

P.2



■　市民活力推進局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●区政支援及び協働を中心とした地域
支援の推進部署が一つの局となったこ
とで、区役所へのより一層の支援が出
来るようになった。

市民の視点

●市民協働が進んだことにより、地域
課題の解決に向けた取り組みが進ん
だ。
●コールセンター事業を広聴相談課へ
編入したことで、市民相談窓口を一元
化できた。
●区政支援・市民協働の視点から、地
域での文化活動やスポーツ活動の促進
に力を入れて取り組めるようになっ
た。

その他
組織運営
の視点

●150周年事業や、定額給付金事業な
ど、その時節の課題やニーズに対応す
るために、柔軟に組織体制を構築した
ことにより、迅速・的確に対応するこ
とができた。

●文化芸術部門については、所管が開
港150周年創造都市事業本部と文化振
興部の2つの組織に分かれているた
め、一体的な施策推進や創造都市の全
市的な展開が難しくなっている。

●今後、創造都市ヨコハマをより推進
していくために、事業面・制度面での
連携がさらに必要となっている。

　市民の声をもとに、市民協働・区政支援を軸にして、サービスの向上・地域力の向上を図るとともに、文化・スポーツ活動や地域活動などの環境整備を
図り、市民活動を総合的に支援

●市民主体の地域運営について、試行
的な取組や検討を行う中で、より議論
を深め推進していくことが必要となっ
てきている。
●大都市制度が議論される中で、今後
の区のあり方や住民自治のあり方に則
して、区役所組織を強化していく必要
がある。

●区を取り巻く環境が大きく変化して
いる中で、各地域によって抱える課題
が多様化・細分化していることから、
従来の分野別・縦割りの組織だけで
は、地域でおきている問題の解決が困
難である。

●これまで行ってきた区役所の機能強
化や、身近な地域・元気づくりモデル
事業の成果、さらには大都市制度のあ
り方検討の結果を踏まえ、区役所の執
行体制とそれを支援する局の執行体制
を検討していきます。
●文化事業の所管が150周年創造都市
事業本部など複数局に渡っているこ
と、中期計画にあるヨコハマ魅力創造
プロジェクトの推進の観点から、文化
行政の推進体制について、局を超えて
検討を行う必要がある。
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■　こども青少年局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●局再編により、こども青少年に関する所管を一
元化したことで、次世代育成支援やこども・青少
年施策の一体的・総合的な事業展開が可能な組織
となった。
●局再編により、機動力を持って障害児施策（本
市独自の障害児施設利用者負担助成制度、地域療
育センター学校支援事業、障害児居場所づくり事
業）に対応することが可能となった。

●障害児・者施策等の複数区局に
関係する業務について、健康福祉
局をはじめとする関係区局との役
割分担の整理や、必要な連携体制
の確保などが十分でない状況があ
る。

●異なる組織であっても、共通制
度（障害者自立支援法に基づく事
業等）を運用するため、両部署間
での調整業務が煩雑になる。

市民の視点

●局再編によりこども青少年局が設置されたこと
で、次世代育成支援施策やこども・青少年育成施
策に市として力を入れて取り組んでいるという対
外的なアピールになっている。
●21年度に総務部を新設し、旧青少年部を総務部
と青少年部に二部制化したことにより、局内の庶
務・予算・人事等を担当する部長と青少年施策を
担当する部長との役割分担が明確化され、対外的
にわかりやすい組織となった。

●障害児・者の所管局がこども青
少年局と健康福祉局に分かれたこ
とで、市民や事業者から見て局の
窓口が分かりにくい状況がある。

●障害児・者施策は、児・者一貫
した内容が多く、担当部署がわか
りにくい。
　例えば、①重症心身障害児入所
施設運営・整備業務は、入所者全
員が成人であるが、児童福祉法に
設置根拠があるため、こども青少
年局所管である、②地域療育セン
ターの事業所管はこども青少年局
だが、地域療育センターの指定管
理を受けている(社)横浜市リハビ
リテーション事業団の所管課は健
康福祉局である等、事業者側から
見ても本市の窓口が複層化する
ケースがある。

その他
組織運営
の視点

●増加する相談件数や児童虐待件数に対応するた
め、横浜市児童福祉審議会の提言を踏まえる形で
19年度に児童相談所の再編（３所⇒４所）及び一
時保護所の増設（２所⇒３所）を行い、より充実
した児童の受入れ体制が整った【一時保護所定員
84名→131名】。
●21年度の子育て支援部の再編により、子育て・
保育・幼児教育の各施策の企画・調整機能を集約
したことで、より一元的な事業展開が可能とな
り、待機児童の解消や幼稚園教育と保育施策の連
携強化に取り組んでいく体制が強化された。
●21年度の監査課の設置により、局としてより組
織的に指導監査を実施していく体制が整った。

●児童相談所の再編に伴い、機構
上、こども福祉保健部がますます
大きな組織となっており、児童相
談所と所管課であるこども家庭課
との役割分担の整理や連携体制の
確保が十分でない状況がある。

●他部に比べ、児童相談所や各児
童福祉施設を所管するこども福祉
保健部の管理スパンが広くなって
おり、それにより筆頭課であるこ
ども家庭課の負担が大きくなって
いる。

　明日の横浜を担う子供が将来に夢や希望を持って成長できるよう、次世代育成支援のための取組を推進

●障害児業務については、健康福
祉局との業務上の住み分けや役割
分担の一層の明確化を図るととも
に、局間の連携を絶やさぬよう、
迅速な情報提供及び入手を行い、
引き続き担当者間のコミュニケー
ションを維持しながら対応してい
くことが必要。
●児童相談所の管理体制について
は、こども福祉保健部内の業務分
担の見直しなどにより適切な組織
のあり方について検討することが
必要。
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■　健康福祉局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●18年度に、福祉局と衛生局を統合す
ることで、保健・福祉・医療施策のよ
り一体的な施策展開ができる体制と
なった。

●特に障害施策において、こども青少
年局との間や、部内で、類似業務を複
数所管で実施しているなど業務上の整
理がまだ出来ていないものも見られ
る。
●福祉施策と衛生施策を束ね、時代の
要請に応える新規施策を展開するに
は、局間部間をまたがる企画調整機能
が必要である。

●局再編や業務の整理において、物理
的な執務スペースの問題のため、同一
部であっても同じビル・フロアーに集
約できなかった課があり、部内の調整
がうまくいかない一因になっている。
●企画部が局内の企画調整機能を担
い、保健・医療・福祉施策の一体的な
推進に一定の効果を挙げているものの
（企画部の設置が、20年度であるた
め）、福祉局・衛生局の実質的な統合
にはある程度の時間を要する。

市民の視点

●19年度に、局再編で統合されたもの
の施策面で整理されていなかった障害
福祉部を個別支援・事業者支援・団体
支援の枠組みで再編し、市民に分かり
やすい組織となった。

●障害福祉部を分野別から機能別に再
編し、市民にとって分かりやすくなっ
た面がある一方で、これまで一つの課
で行っていた業務が（機能別に）分散
された面もある。

その他
組織運営
の視点

●19年度に、これまでの18保健所から
１保健所（18保健所支所）体制へと指
揮命令の一元化を図ることで、今回の
新型インフルエンザの様な区を越えた
広域的な健康危機発生時に、的確かつ
均一的な判断に基づく迅速な対応がで
きるようになった。
●20年度に、局再編で各部に分散され
ていた保健業務を保健事業課に集約
し、健康安全部に編入することで、
「健康横浜21」の地域展開の推進など
各福祉保健センターも含めた保健事業
の一層の推進が図られた。

●保健所長が不在時に健康危機が発生
した場合の対応が明確でない。
●新型インフルエンザのような健康危
機発生時に機動的な対応が出来るよう
な体制を検討する必要がある。

●規則上、不在の場合は市長が職務代
理者を任命することになっており、主
管の上席者等が自動的に代理するよう
になっていない。
●今回の新型インフルエンザについて
は、初めてということもあり、特に発
生当初の機動的な対応が困難であっ
た。また、自然災害等は発生時にある
程度の規模が確定されるのに対し、感
染症は発生時にはどの程度拡大するか
という規模を確定することが出来ず、
規模に合わせた体制を計画的に組むの
が難しい。
●応援体制を組む際、局内の医務系・
医療技術系職員が足りず、本来指揮命
令を行うはずの健康安全課が指揮命令
兼実行せざるを得なかった。

　保健・医療・福祉施策の一体的な展開により、安心・安全に暮らせる市民生活を支援

●企画部の機能を最大限に生かしつ
つ、名実ともに保健・医療・福祉施策
の一体的な展開ができるよう取り組ん
でいく。
●保健所長が不在の場合でも早急な対
応ができる代理者制度を規則の改正も
含めて検討していく。
●現在行われているプロジェクトチー
ムでの検証の結果を踏まえながら、全
庁的な応援体制等も視野に入れた健康
危機管理体制の構築を検討していく。
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■　環境創造局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●環境に関する幅広い業務を所管するこ
とで、職員間の情報収集や業務連携がと
りやすくなり、一貫した施策展開が可能
となった。

●環境施策を全庁的に推進させてい
く調整機能を強化する必要性があ
る。

●市全体で環境施策を推進していく上
で、他区局との連携・横断的な事業推
進ができる体制が確立されていない。

市民の視点

●21年度に各部・課の組織体制の見直し
を実施し、内外にわかりやすい組織体制
となった（みどりアップ推進部の設置、
環境施設部から施設管理部への再編、環
境整備部から施設整備部への再編な
ど）。
●17年度に実施した身近な公園、緑地、
緑道等の維持・管理に関する事務を区役
所へ移管したことで、公園に関する要望
等の細やかな対応が可能となり、市民
サービスが向上した。

●公園遊具の設置・管理・点検の所
管に関する問い合わせがあるなど、
局管理と区役所管理の公園があり、
市民にとって窓口のわかりづらさが
生じている。

●17年度に実施した身近な公園、緑
地、緑道等の維持・管理に関する事務
を区役所へ移管したことで身近な公園
は土木事務所、大規模な公園は公園緑
地事務所と所管が異なっている。

その他
組織運営
の視点

●20年度に実施したみどりアップ推進担
当理事の設置や、21年度に実施したみど
りアップ推進部の設置により、局内部の
みどりアップに関連する業務の一元化が
図られ、効率的・効果的に重点施策に取
り組むことが可能となった。
●20年度に地球温暖化対策にかかる業務
が事業本部へ転換したことにより、区局
を横断した地球温暖化に対する取り組み
がより一層可能となり、ＣＯ－ＤＯ３０
の策定や環境モデル都市の認定などが実
現化された。
●21年度に河川水路業務を道路局へ移管
し、河川・道路が一体的に管理されたこ
とで水害の予防・保全機能が強化される
とともに、発災時の指揮命令系統が一元
化された。

●局が抱える情報量が非常に多く、
情報伝達や意思決定に時間を要して
しまう。
●河川水路業務の道路局移管に伴
い、現時点で大きな問題は発生して
いないが、下水道部門（環境創造
局）と河川部門（道路局）の所管が
分かれたため、局間の連携を強化し
ていく必要がある。

●環境保全局・緑政局・下水道局の３
局が統合されたことで、業務量の多
さ・業務範囲の広さは、回避できない
状況にある。また、機能別に組織編成
されているため、所管する分野が複数
にまたがっており、管理スパンも大き
くなっている。
●21年度に河川水路業務を道路局へ移
管したことで、下水道部門と河川部門
が分かれたため、局を跨いで浸水対策
の対応等を行う必要があり、密な連携
が不可欠となってくる。

　安らぎ・憩い・潤いに満ちた都市環境を創造するとともに、効果的な治水対策を一層充実し、快適で安全な市民生活を支える環境施策を総合的に推進
（平成17年度再編当時）

●局再編成後の課題や再編成後に生じ
た新たな課題については、局内での検
証を踏まえて、順次組織体制の見直し
を図ってきた。今後は、実施した見直
しに対する更なる検証を実施するとと
もに、環境を取り巻く社会情勢とあわ
せて、必要に応じて引き続き、分かり
やすさや効率性を踏まえた執行体制を
検討していく必要がある。
●環境施策を全庁的に実施するために
は、区局に働きかけるための調整機能
の強化が不可欠となってくる。今後
は、区局との連携を一層深めつつ、環
境施策を推進させる組織体制をどう確
保していくか、検討する必要性があ
る。
●総合的な浸水対策等における局間の
連携強化を図る体制の検討を進めてい
く。
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■　資源循環局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●名称変更により、Ｇ３０を推進して
いく姿勢を打ち出すことができた。

●Ｇ３０で掲げた減量目標を前倒しで
達成したことによる、新たな課題への
対応が生じている。

●ごみ量のリバウンドを防ぐため、こ
れまでの分別、リサイクルによる減量
に加え、発生抑制などの施策展開が始
まっている。

市民の視点 －

●事業者から発生する廃棄物処理にか
かる許可・指導業務を行う課が二つあ
り（一般廃棄物と産業廃棄物）、窓口
効率化の面で課題となっている。

●一般廃棄物対策と産業廃棄物対策は
法律上区分されているため、一元化し
て対応することが難しい部分がある。

その他
組織運営
の視点

●18年度に港南工場を廃止し、Ｇ３０
の推進による一定の効率化を図ること
ができた。
●20年度に減量推進課と業務課美化推
進担当を再編して減量・美化推進課を
設置し、Ｇ３０推進のノウハウが美化
推進の取組へも活用されるようになっ
た。
●21年度には資源化推進部を３Ｒ推進
部へ再編し、３Ｒ（リユース・リ
デュース・リサイクル）施策を一体的
に推進しＧ３０の取組をさらに進めて
いくという局の姿勢を内外に打ち出す
ことができた。

●適正処理部の規模が大きく、管理ス
パンの点で課題がある。

●21年度の適正処理部の体制は、５課
（プラス担当課長３）、19事務所、５
工場、現在員数が1,956名となってい
る。実質的には３人の部長が業務を分
担している。

　「廃棄物」を「資源」と考え、循環型社会の実現を目指す「横浜Ｇ３０プラン」を推進

●22年度までのＧ３０プランにかわる
次期一般廃棄物処理計画での、市とし
てのごみ施策の方向性を踏まえたうえ
で、業務の再配分や適正な執行体制の
構築を図る必要がある。
●法律上区分されていることを踏まえ
ながら、市民へのサービス向上や効率
性の観点から、業務分担のあり方など
についての検討が必要である。
●管理スパンの適正化については、今
後検討が必要である。
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■　経済観光局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●経済振興と観光、雇用対策の一体的
展開や政策調整機能の強化など再編に
よる効果が現れている。
●平成18年度に、横浜プロモーション
推進事業本部が取り組んできた「横浜
プロモーション」を発展的に解消し局
へ再編したことにより、企業誘致や地
域産業との連携したコンベンション誘
致策の検討など経済と集客事業の連携
が促進された。
●雇用創出促進プランの策定など産業
界と一体となった雇用政策に着手でき
た。
●平成20年度にバイオ・ＩＴを統合
し、新産業振興担当として強化したこ
とにより、バイオ技術と中小産業の業
務連携を促進し、さらに環境関連産業
などの新しい分野への対応も進むこと
につながった。

●変化する市民ニーズや経済情勢に即
した柔軟な執行体制を整える必要があ
るが、現在は理念に即し、市民ニーズ
や経済情勢に対応できる機構であると
認識している。

●既存産業の振興や新産業の集積、経
済界と一体となった雇用施策など、当
初の理念に即し、効率的に業務が進ん
でいる。
●本市が有する特徴的な観光資源（歴
史的建造物や魅力ある施設等）の活用
等により、コンベンションや海外誘客
など、観光産業として、経済活動の発
展につながっている。

市民の視点

●経済と観光の相談窓口が同じ局に集
約されたことにより、市民サービスを
受けようとする際、相談がしやすく
なった。
●事業（施策）別、かつ一般的な名称
を採用しており、わかりやすい。

その他
組織運営
の視点

●H18年度の再編により、経済局の
「経済振興」、観光プローション本部
「観光施策」、市民局「雇用対策」の
三つの柱が、連携し事業展開ができる
ようになり、多様化する市民ニーズ
や、変化する経済情勢に対応できる執
行体制となった。

　産業活力の向上や市民の多様な就業機会、安全で質の高い消費生活の実現を図り、豊かな市民生活を支える横浜経済を持続的に発展させる取組を推進

●厳しい社会経済情勢の中、より一層
局内各課の連携を強化していくことが
臨まれる。
●組織名称や業務内容について市民に
も定着してきているが、企業立地促進
条例の改正を踏まえ、更に、戦略的に
企業誘致を推進していく上でも、誘致
担当部署の組織強化が必要である。

●今後も経済情勢や多様化する市民
ニーズへ機動的に対応できるよう、現
在の執行体制をベースに一部組織の強
化が必要である。

●事業別、かつ一般的な名称を採用し
ていること、また経済活動のそれぞれ
のステージに応じた業務分担にしてお
り、市民への理解・名称の浸透も高い
と想定される。
●企業誘致の促進、国際コンベンショ
ン都市の確立、産学官連携による市内
中小企業の発展など、市内経済の活性
化に向けた取り組みを推進する上で
は、現在の組織体制を強化する必要が
ある。
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■　まちづくり調整局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●17年度の局再編成により、まちづく
り調整局に土地利用・規制行政の一元
化が図られ、再開発事業等の地域整備
を推進する都市整備局との役割分担が
明確となった。これにより、事業を推
進する側と規制・誘導する側が分離で
きたことから、手続きの透明性や公平
性が確保できた。

●都市計画の決定手続はまちづくり調
整局が所管しているが、都市計画の基
本方針である都市マスタープラン等方
針の策定は都市整備局が所管してお
り、業務の一貫性や効率性の点で課題
がある。

●方針策定と手続き作業の分離による
利点や長所を活かしつつ、まちづくり
調整局と都市整備局間での連携を強化
する必要がある。

市民の視点

●18年度の建築・宅地指導センターの
設立により、開発許可と建築確認手続
きの窓口が統合され、市民や事業者の
利便性が向上した。

●課の名称が対外的にわかりにくい。

●「企画」という文言が複数の課につ
けられているなど、似たような課名が
存在する。また、課名から担当業務が
連想し難いものがある。

その他
組織運営
の視点

●18年度の建築・宅地指導センターの
設立により、指導行政に係る窓口部門
を統合したことで、組織の分業化、専
門化が進み、組織上のスケールメリッ
トを生じさせただけでなく、職員の技
術力向上、ノウハウの継承等、人材育
成面においても効果があった。

●局再編以降の大きな課題として、地
球温暖化対策の推進、人口減少・少子
高齢社会への対応、公共施設の営繕の
一元化等を検討する必要がある。

●社会情勢の変化により、局再編成時
には想定していなかった新たな課題が
発足している。

　民の力を積極的に活用し、各地域にふさわしいまちづくりを計画的に進めるために、法に基づく計画・調整・誘導を一体的に推進するとともに、都市の
良好な建築資産の形成を推進

●まちづくり調整局と都市整備局の役
割分担については、局再編成の趣旨を
踏まえながら、事務移管や業務の進め
方等を整理していく。
●局再編以降に新たに発生した課題に
対しては、他局の状況を見据えなが
ら、全体としてメリットのある方向性
を目指して関係局と連携を強化してい
く。また、局内の組織機構について
は、より時代に即した対応ができるよ
う、改革の必要性を検討していく。
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■　都市整備局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●17年度の局再編成により、よこはま
の顔・魅力あるまちづくりを推進する
都市整備局と、規制・誘導部門である
まちづくり調整局の役割が明確に分担
できた。
●局再編成時における住環境整備の移
管、19年度における都市づくり部の再
編により、区への支援体制が明確にな
るなど、市民協働・区との連携による
まちづくりが、総合的に推進しやすく
なり、市民の身近なまちの住環境整備
の手法が定着してきた。

市民の視点

●地域まちづくり課の設置により、各
区のまちのルールづくり相談コーナー
との連携が強化され、市民協働による
まちづくりを効果的・効率的に推進で
きる、市民から見てわかりやすい体制
が整備された。

その他
組織運営
の視点

●企画部の設置により、企画部門とし
ての調整能力が高まり、局際的な重要
個別課題の進捗についても、大いに威
力を発揮している。

●公共事業調査室は、業務の中立性、
指導的立場、技術職の技術力の維持･
育成の観点を踏まえ、位置づけについ
て検討する必要がある。
●都心部の整備に加え、郊外部の整備
についても推進していく必要がある。

●公共事業調査課は、公共事業におけ
る品質の確保、コストの縮減、透明性
の向上等のための全庁的な各種制度の
創設及び運用、各局の支援・調整とい
う役割を持っており、政策的かつ行政
運営的な業務としての特質上、他課の
業務とは一線を画す。
●局再編成以降、人口減少・少子高齢
社会への対応など、社会情勢の変化に
よる新たな課題に対応したまちづくり
が求められている。

　都市のバランスある発展に向けて、良好な住環境から拠点まで、都市の整備を総合的・計画的に推進

●交通関係業務について、道路局との
連携強化について、検討する必要があ
る。
●公共事業調査室については、室の機
能や位置づけを今後検討する必要があ
る。
●新たな課題に対しては、他局との連
携強化等の業務進め方や、対応する組
織のあり方について、検討していく必
要がある。

●交通結節点整備の所管については、
エリアで分かれているため、市民や事
業者からの問い合わせ窓口が一本化さ
れていない。

●交通結節点整備について、都心部は
都市整備局、都心部以外は道路局の所
管としたため、窓口が二局にわかれて
おり、鉄道事業者等に対して横浜市と
して統一的な対応に課題がある。
●交通関係業務について、都市整備局
と道路局の役割分担が市民や職員に
とって分かりにくい。
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■　道路局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●地域交通サポート事業、バリアフ
リー等の交通施策を所管することで、
最寄り駅まで15分の交通体系を始めと
した、「快適な暮らしを支える交通の
実現」の取組みが総合的に推進できる
体制となった。

市民の視点

●17年度に土木事務所を区へ移管した
ことにより、地域の実情に応じた快適
な環境整備がより迅速に行えるように
なった。

その他
組織運営
の視点

●21年度に河川水路業務を環境創造局
から移管し、河川・道路が一体的に管
理されたことで水害の予防・保全機能
が強化されるとともに、発災時の指揮
命令系統が一元化された。また、危機
管理の点からも浸水被害などに対する
河川・道路の一体的な対応が可能と
なった。

●土木事務所職員の人材育成、スキル
アップなどの区役所の体制では限界が
ある。
●災害時は区と局との二つの指示系統
がある。
●河川水路業務の道路局移管に伴い、
現時点で大きな問題は発生していない
が、下水道部門（環境創造局）と河川
部門（道路局）の所管が分かれたた
め、局間の連携を強化していく必要が
ある。

●土木事務所と道路局の間で、連携を
強化する必要が生じている。
●区の職員として道路事業を行ってお
り、土木事務所の職員は確固とした帰
属意識が持ちにくい状態となってい
る。
●職場が区役所から離れており、日頃
顔を合わせる状態になく、一体感を持
ちにくくなっている。
●災害時の指示系統が整理されていな
い。
●21年度に河川水路業務を道路局へ移
管したことで、下水道部門と河川部門
が分かれたため、局を跨いで浸水対策
の対応等を行う必要があり、密な連携
が不可欠となってくる。

　人や物の円滑で安全な移動のため、道路交通施策を一体的に推進（平成17年度再編当時）

●交通関係業務について、都市整備局
との連携強化について検討する必要が
ある。
●土木事務所へのサポート体制のあり
方を検討する必要がある。
●災害時の指示系統や役割等を整理す
る必要がある。
●土木事務所とより連携を密にし、課
題・目的の共有化を図っていく必要が
ある。
●河川部門移管に伴う検証は今後も進
めていく必要があるが、総合的な浸水
対策等における下水道部門（環境創造
局）との連携の強化について検討して
いく。

●交通計画業務において、道路局と都
市整備局の役割分担が市民や職員に
とってわかりにくい。

●都心部など特定の地区では、都市整
備局が街づくりと合わせて駅舎改良や
自転車施策などの交通計画業務を行っ
ている。
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■　安全管理局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●局再編により、市民がより安全・安心
に暮らせる街の実現に向け、様々な危機
に対する迅速かつ的確な事業展開が可能
な組織となった。
●局再編により、消防部門と危機管理部
門が一体となったことで、機動力を備え
た危機管理体制が整った。
●防犯関係業務を所管する局となったこ
とから、消防署所では、地域の身近な安
全・安心ステーションを目指し、小学生
登校時の声かけや防火・防犯情報の発信
等、消防だけにとらわれず新たな発想に
よる取組みが実施されるようになった。

●同一局でありながら、消防部門を総
括する消防本部と危機管理部門が別庁
舎にある。
●消防部門と防犯部門の連携に課題が
ある。

●消防部門には司令センターその他の
消防業務遂行に必要な施設が設置され
ているが、一方で危機管理業務遂行に
必要な施設は、危機発生時から迅速・
的確な対応を果たすため対策本部長で
ある市長の直近に設置する必要があ
り、施設の一体的な整備がなされてい
ない。
●防犯業務は、市民活動に対する支援
を中心に実施するため区役所との連携
が必要であるが、消防部門は区役所と
の業務上の接点が少なく、密接な連携
を取るのが難しい。

市民の視点

●19～21年度の各区への危機管理担当係
長の設置により、危機管理に関する窓口
が明確になり、地域の要望に即応できる
体制が整備された。

●安全管理局という局名称について、
市民からわかりにくいという声があ
る。

●名称が他都市と比較し、一般的でな
いため、対外的にわかりづらくなって
いる。

その他
組織運営
の視点

●19～21年度の各区への危機管理担当係
長の設置により、自然災害、新型インフ
ルエンザ及びテロ事件等に際し、庁内調
整でリーダーシップをとること等で、迅
速的確に対応するための区役所における
危機管理機能が強化された。
●19年度から消防署長及び消防署副署長
を各区の安全管理担当兼務とすること
で、危機発生時における区災害対策本部
の初期対応力が強化された。
●20、21年度の危機管理室のライン化及
び室長の設置により、危機管理部門の業
務分担の明確化及び指揮命令系統の充実
が図られた。

－ －

　市民がより安全に、安心して暮らせる街を実現するため、火災や自然災害をはじめ、様々な危機への迅速かつ的確な取組を推進

●施設のあり方については、局の
機能を踏まえて検討が必要。
●防犯業務については、さらに業
務のあり方や仕事の仕方について
検討が必要。
●組織名称については、局再編の
理念や市民からの声等を踏まえ、
何が最適なのか検討していくこと
が必要。
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■　病院経営局

理念

評価の視点 現状の長所 現状の短所（課題） 課題の要因分析 課題解決に向けた考え方

理念に沿った
組織運営

●17年度から地方公営企業法を全部適
用し、事業管理者を設置したことで、
看護師採用試験の毎月開催及び毎月採
用の実施や分べん手当の創設、医師初
任給調整手当の増額など、局として自
主性を発揮できるようになった。
●条例定数内での任免、柔軟な組織づ
くり、予算原案の策定等、病院経営に
即した組織・人事・予算編成が一部可
能となった。

●健全経営と医療の質を確保するため
には、医療ニーズや経営状況に即した
柔軟な対応が必要だが、事業管理者の
みの裁量では制約がある。

●人事面や財務面等において病院事業
管理者の設置による一定の効果が発揮
されているが、事業管理者といえども
給料表や条例定数を独自に改正するこ
とはできず、あくまで一定の枠内での
自主性にとどまる。

市民の視点

●市民病院診療科の再編成及び診療科
長制度の導入により、利用者に分かり
やすい診療科の標榜の実施及び責任体
制の明確化が図られた。

●病院経営局という名称が、必ずしも
業務実態に即しているとはいえない。

●名称上、市全体の病院経営を行って
いるという印象を与える虞がある。

その他
組織運営
の視点

●病院事業管理者を設置したことで、
衛生局時代に比べ、意思決定が迅速に
なった。

－ －

　地域医療全体の質の向上という観点から、市立病院が果たすべき役割を確実に担っていくとともに、徹底した経営改善に取り組み、良質な医療の効率的
　な提供を目指す

●経営委員会の方向性を踏まえ、独立
行政法人化を含めた新たな経営形態の
検討が必要。
●全部適用の効果をさらに発揮できる
よう人事給与制度をはじめとした運営
体制の再構築に引続き取組む必要があ
る。
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